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１．はじめに

商品の類否に関しては，『商標審査基準』（以下，

『審査基準』という）において，

「商品の類否を判断するに際しては，次の基準を総

合的に考慮するものとする。この場合には，原則と

して，類似商品・役務審査基準によるものとする。

（イ）生産部門が一致するかどうか

（ロ）販売部門が一致するかどうか

（ハ）原材料及び品質が一致するかどうか

（ニ）用途が一致するかどうか

（ホ）需用者の範囲が一致するかどうか

（ヘ）完成品と部品との関係にあるかどうか」

と定められている（「第 3 第 4 条第 1 項（不登録事

由）九，第 4条第 1項第 11 号」8）（1）。

かかる基準に基づき，『「商品及び役務の区分」に基

づく類似商品・役務審査基準』（以下，『類似商品・役

務審査基準』という）が作成されており，同基準では，

類似と「推定」される商品（役務）について，同一の

類似群コードを付与している。

この類似群コードは，あくまでも「類似の推定」に

すぎないことから，『類似商品・役務審査基準』で同

一の類似群コードが付されている商品（役務）であっ

ても，個別具体的に商品（役務）の類否を審査する際

において「非類似」と認められる場合があり，また，

それとは逆に，類似群コードが異なっていても，「類

似」と判断される場合があり得る（2）。
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3．おわりに

しかし，『類似商品・役務審査基準』は，全審査官

の統一的基準であり，特許庁審査において商品（役務）

の類否判断をする際の唯一の手がかりとなるものであ

ることから，類似群コードの推定を覆した審決例や判

決例が存在しない限り，審査段階において「類似の推

定」が覆ることは殆どないというのが実情である（3）。

そこで，本稿においては，「類似群コードによる推

定」を覆した審決例，特に，同一の類似群コードが付

与されていながらも「非類似の商品（役務）」である

と判断された審決例を分析することとし，「商品（役

務）の類否」を争う際の足掛かりを提供することとす

る。

２．審決例

（1）審査基準上の商品表示同士の類否が争われた審

決例

不服 2001-10887 号

第 32 類「飲料用野菜ジュース」（32F04）※第 30 類

「アーモンドペースト」（32F04）

「（1）取引の実情及び（2）商品の関連性を考慮する

ならば，本願の指定商品中の『飲料用野菜ジュース』

と引用商標の指定商品中の『アーモンドペースト』

は，原材料を全く異にし，その用途において大きく

相違し，その取扱い業者，生産及び流通経路並びに

主たる需要者をも異にし，その商取引の競合性にも

乏しいものなので，それらの商品に同一又は類似の

商標を使用しても，これに接する取引者，需要者が，

同一営業主の製造又は販売に係る商品であると誤認

混同されるおそれがないと認められることから，こ

れらの商品は，互いに非類似の商品に当たると解す

るのが相当である。」

本審決では，「（1）取引の実情」及び「（2）商品の

関連性」2つの面から，両商品について商取引上競合
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性があるか否かが検討されている。

まず，「（1）取引の実情」としては，前掲『審査基

準』上の各要素について詳細に検討を行った上で，い

ずれの要素においても両商品は相互に相違するもので

ある，と判断している（なお，本審決のように各要素

を詳細に検討した審決例は，筆者の知る限り，近年で

は他に存在していない）。

また，「（2）商品の関連性」については，特許庁商

標課編『商品及び役務の区分解説［国際分類第 8版対

応］』（以下，『区分解説』という）に記載の「関連商

品」（4）の項目を参照している。

同書によれば，「飲料用野菜ジュース」の関連商品

として「アーモンドペースト」が挙げられておらず，

また，「アーモンドペースト」の関連商品として「飲

料用野菜ジュース」が挙げられていないため（5），両商

品は「関連商品の概念には含まれない」商品であると

判断し，この点が商品の類否判断において勘案されて

いる。

「商品の関連性」については，『審査基準』に記さ

れている要件とは異なるため，これを重視すべきでは

ないが，商品の類否を争えるか否かを検討する際に，

一つのメルクマール程度にはなろうか。

不服 2001-02387 号

第 28 類「パチンコ器具，その他の遊戯用器具」

（24B02）※第 24 類「ビリヤードクロス」（24B02）

「…パチンコ器具をはじめとする，スロットマシン

等の遊戯用器具は，近時，コンピューター技術など

の先端技術を駆使した商品が開発され，部品の供給

面からみると，エレクトロニクス関連業界等と比較

的関連性が高い商品分野になりつつある実情にあ

る。

一方，引用各商標に係る指定商品中には，『ビリ

ヤードクロス』が含まれるところ，該商品は，ビリ

ヤード台の表面に張られる布製品であって，一般的

には，織物加工業者によって製造される商品である。

そして，その需要者は，主としてビリヤード用具製

造者，あるいはビリヤード場の経営者といった，い

わばこの種商品分野の専門家であり，一般の消費者

ではない。

そうすると，本願の指定商品である『パチンコ器

具，その他の遊戯用器具』は，娯楽用具の一種類で

あり，引用各商標に係る指定商品中の『ビリヤード

クロス』は，娯楽用具の部材の一種類であるから，

両者は，娯楽用具及び娯楽用具の部材という関係に

おいて，商品の用途を共通する部分があるとしても，

生産者，取引系統等において大きく相違する商品と

いえるのみならず，商品の原材料，品質等をも異に

する商品であるということができる。」

本審決において記載されている「パチンコ器具をは

じめとする，スロットマシン等の遊戯用器具は，近時，

コンピューター技術などの先端技術を駆使した商品が

開発され，部品の供給面からみると，エレクトロニク

ス関連業界等と比較的関連性が高い商品分野になりつ

つある実情にある」との件は，上述不服 2001-10887

号審決で判断されている「商品の関連性」の話と共通

するものである。

しかし，本願は「パチンコ器具」のみを指定してい

るものではなく，「遊戯用器具」全般を指定している

ものであり，この「遊戯用器具」の概念の中には，

「スマートボール器具」等，コンピュータ技術とは全

く無縁の遊戯用器具が多数含まれている。従って，両

商品を非類似の商品であると判断した結論自体は肯首

し得るものであるとしても，本願の指定商品のいずれ

もが「エレクトロニクス関連業界等と比較的関連性が

高い商品分野」といえるかという点については，疑問

が残る。

なお，本審決は，本願商標「SANKYO」が商品

「パチンコ器具」について使用され，その取引者，需

要者の間で周知性を獲得している実情等も勘案されて

いるようである。

不服 2004-18305 号

第 9 類「家庭用ビデオゲームおもちゃ，家庭用テレ

ビゲームおもちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃ・携

帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶さ

せた電子回路及び CD － ROM」（24A01）※第 20 類

「揺りかご，幼児用歩行器」（24A01）

「本願指定商品（『家庭用ビデオゲームおもちゃ，家

庭用テレビゲームおもちゃ，家庭用テレビゲームお

もちゃ・携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログ

ラムを記憶させた電子回路及び CD－ ROM』）は，

遊戯，娯楽を目的として子供から大人までを対象に

商品・役務の類否

パテント 2007 － 62 － Vol. 60 No. 4



使用されるものであって，その生産者は，専門の技

術を蓄積したメーカーであり，玩具店で販売されて

いるほか，電気器具総合販売店やビデオ，ゲーム用

ソフトウェア等の販売店でも販売されているもので

ある。

他方，引用商標の指定商品中『揺りかご，幼児用

歩行器』は，乳児又は幼児用の商品であって，睡眠

や歩行の援助を目的とするものであり，一般には，

ベビー用品を製造する業者によって製造され，玩具

店で販売されているほか，ベビー用品店等で販売さ

れているものである。

してみると，本願商標の指定商品と引用商標の指

定商品中の『揺りかご，幼児用歩行器』は，その，

生産部門，需要者，用途を異にするものであり，ま

た，販売部門において，共に，玩具店で販売される

場合があるとしても，通常，本願指定商品は，家庭

用テレビゲームおもちゃ等のゲーム機，ゲーム用ソ

フトウェアのコーナーで，他方，『揺りかご，幼児

用歩行器』は，ベビー用品のコーナーで販売され，

それぞれ，コーナーを異にするものであるから，こ

れをもって，両商品の販売場所が一致するとは必ず

しもいえないものであり，これらは互いに類似する

商品とはいえないものと判断するのが相当である。」

当該審決においては，『審査基準』上の要素である

「販売部門が一致するか」否かという点について，「共

に，玩具店で販売される場合があるとしても，…コー

ナーを異にするから，販売場所が一致するとは必ずし

もいえない」と判断されている。近年においては，ド

ラッグストアをはじめ，多種目の商品を取り扱った販

売店が出現しており，同一の店舗内で販売されるか否

かで「販売部門が一致する」か否かを判断することは

妥当ではなかろう（6）（7）。

不服 2003-24278 号

第 10 類「医療用手袋」（17A04）※第 25 類「手袋」

（17A04）

「『医療用手袋』は，感染防御の目的等から，医療

従事者が用途に応じ使用するもので，手術用，歯科

用及び検査検診用等に分類されている。そして，手

術用手袋は，医科及び歯科において主に手術の際に

使用されるもので，素材としては，天然ゴムラテッ

クス製，合成ゴムラテックス製のものがあり，いず

れも滅菌されている。また，歯科用手袋は，診察，

治療や処置に使用され，検査検診用手袋は，手術を

除く検査，検診及び医療行為に使用されており，主

として天然ゴムラテックス製のほか塩化ビニール製

のものも販売されているところである。

さらに，医療用手袋は，薬事法施行規則第 18 条

により承認を要しない医療用具とされている。

これに対し，『被服』に含まれる『手袋』は，保

温や汚れを防ぐため等，実用的な目的で広く一般に

使用されるほか，正装の姿をととのえるための装飾

として使用される場合があり，革製，ナイロン製，

ジャージー製，または革とネットを組み合わせたも

の等の商品が多数販売されている。

『医療用手袋』と被服としての『手袋』に関する

上記実情を勘案すれば，両者は，いずれも手を覆う

『手袋』であるとしても，その原材料，機能または

用途において大きく相違するものであり，その主た

る用途，需要者及び取り扱い業者並びに生産及び流

通経路を異にするといい得るものであるから，両商

品が競合するとみることは困難であり，本願商標と

引用商標がそれぞれ上記の指定商品について使用さ

れたとしても，その商品が同一営業主の製造又は販

売に係る商品であると誤認混同されるおそれはな

く，両商品は類似するものではないというのが相当

である。」

『審査基準』上の「用途が一致するかどうか」につ

いて，両商品は「手を覆う」という用途では一致する

ものであるが，本審決では，もっと狭い意味での用途

で判断されている（8）。「医療用手袋」を「手袋（被服）」

代わりに使用する事態や「手袋（被服）」を「医療用

手袋」として使用する事態は想定し得ず，上記審決の

判断は妥当なものと思われる。

なお，類似群コードとして 17A04 が付与されてい

る商品としては，他に，第 9 類「事故防護用手袋」，

第 17 類「絶縁手袋」及び第 21 類「家事用手袋」が存

在している。これらの商品と，第 10 類「医療用手袋」

或いは第 25 類「手袋」との類否に関しては，別途，

個別具体的な判断が要求されよう。

本件と同様の判断を下した審決としては，以下の審

決が存在している。
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不服 2002-05802 号

第 25 類「セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下

着，水泳着，水泳帽」（17A02）※第 10 類「医療用

保温下着」（17A02）

「引用商標の指定商品中『医療用保温下着』は，主

として医師が処置し又は指導により使用する医療目

的のための商品であって，薬局等の扱いに係る商品

であるから，本願商標の指定商品『セーター類，ワ

イシャツ類，寝巻き類，水泳着，水泳帽』とは，そ

の商品の用途，販売部門，生産部門及び需要者層を

異にするものである。

そうとすれば，本願指定商品と引用商標の指定商

品とは，非類似の商品であると判断するのが取引の

実状に照らし相当であるといえる。」

当該審判で，引用商標と類否を争った商願 2000-

119255 号は，商願平 11-009977 号を原出願とする分割

出願である。原出願においては，当初，第 25 類「被

服」等が指定されていたが，審判段階において原出願

につき 17A02 類似群が付与されている商品等を削除

し，さらに，分割出願にあたっては，17A02 類似群が

付与されている商品全てを指定するのではなく，「下

着」を除いた「セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，

水泳着，水泳帽」のみを指定し，「医療用保温下着」

との類否を争っている。

では，本審決では争われていない，第 25 類「下着」

と第 10 類「医療用保温下着」との類否関係はどう見

るべきか。両商品は「肌に直接つける衣服」という共

通性はあるものの，当該審決で説示されているように，

「医療用保温下着」が「主として医師が処置し又は指

導により使用する医療目的のための商品であって，薬

局等の扱いに係る商品」である以上は，商品の用途，

販売部門，生産部門及び需要者層を異にする，非類似

の商品と言えよう。

この点は，「医療用手袋」と「手袋」とを非類似の

商品であると判断した不服 2003-24278 号審決と同様

であり，不服 2002-05802 号審決の射程は，第 25 類

「下着」にも及び得るものと考える。

（2）第 10 類「医療用機械器具」（10D01）との類否

が争われた審決例

第 10 類「医療用機械器具」について，『区分解説』

では「医師又は病院で専ら使用される機械器具がこの

概念に属する。」と記されており（61 頁），専門的な

商品が多く含まれているとともに，病院のみで使用さ

れる大型の機械器具の他，家庭でも使われる小型の商

品（体温計，補聴器，血圧計等）までもが含まれてい

る（9）。

このような商品の多様性から，他の商品と比較して，

商品の類否が争われた例が多い商品である。

①　第 5類「医療用腕環」との類否

不服 2002-14264 号

第 10 類「物理療法機器用電極」（10D01）※第 5 類

「医療用腕環」（10D01）

「本願指定商品である『物理療法機器用電極』は，

電気刺激等によって患者の疾患の治療に当たるいわ

ゆる物理療法・理学療法用の大型機器の部品であっ

て，その生産者・販売者は専門的な技術・経験を蓄

積したメーカーであり，需要者はそのような治療を

行うことのできる大手の病院で，商品の販売方法も

専門知識を有する販売員が定期的に顧客である病院

を訪れ，メンテナンスや部品の交換などを行う形で

取引されるものということができる。

一方，引用各商標の指定商品に含まれる第 5 類

『医療用腕輪』は，『磁気を利用した治療用腕環等，

専ら医療用のものに限られる』（特許庁商標課編

『商品及び役務の区分解説』）とされているものであ

るが，これら商品は，医療用とはいうものの一般に

は，健康機器メーカーや貴金属店等において生産さ

れ，販売場所は店頭又は通信販売が主と認められ，

主な需要者は一般需要者ということができる。

してみれば，本願商標の指定商品『物理療法機器

用電極』と引用各商標の指定商品中の『医療用腕環』

とは，その生産・販売部門，需要者及び用途等から

みて，全く別異のものであり，取引上互いに混同を

生じさせるおそれがあるものとはいえず，これらは

互いに類似する商品とはいえないものである。」

本件審決は，第 10 類「医療用機械器具」のうち

「物理療法用電極」という大型の機械器具の部品と

「医療用腕環」との類否が争われ，非類似と判断され

た審決であるが，同様に，第 10 類「医療用機械器具」

に含まれる「カテーテル」については，以下の審決の

ように「医療用腕環」と類似商品と判断されている。
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不服 2003-07119 号

第 10 類「カテーテル」（10D01）＝ 第 5 類「医療用

腕環」（10D01）

「本件商品及び引用商品は，ともに薬事法によって

その承認を要する医療用の特殊な商品であってみれ

ば，その商品が，同一営業主によって製造される蓋

然性を否定することができないものである。してみ

れば，本件商品と引用商品とは，その使用目的，用

途が，医療用のものに限定されるものであって，こ

れらの商品に同一又は類似の商標を使用した場合に

は，その商品の出所について混同を生ずるおそれが

あるといえるから，これらの商品は，互いに類似の

商品であるというのが相当である。」

上記 2つの審決を基に，第 10 類「医療用機械器具」

に含まれる商品のうち，第 5類「医療用腕環」との類

否を争い得る商品を検討すると，そのような商品とし

ては，病院で手術用や診断用に使われる大型の機械器

具及びその部品が考えられる。

手術用機械器具は，生産者・販売者が専門的な技

術・経験を蓄積したメーカーであり，需要者はそのよ

うな治療を行うことのできる大手の病院で，商品の販

売方法も専門知識を有する販売員が定期的に顧客であ

る病院を訪れ，メンテナンスや部品の交換などを行う

形で取引されるものといえ，不服 2002-14264 号審決

の判断がそのまま当てはまろう。

一方，「血圧計」や「補聴器」等に関しては，健康

機器メーカー等でも生産されるものであり，販売場所

は店頭又は通信販売が主と認められ，主な需要者は一

般需要者ということができる。したがって，これらの

商品は，手術用機械器具等と比べて，「医療用腕環」

との類否を争うのは困難な商品かと思われる。

不服 2003-07119 号審決で争われている「カテーテ

ル」については，病院のみならず家庭で使われる場合

も存在しており（従って，需用者も，病院のみならず，

一般需用者が相当数含まれている），かかる点で，不

服 2002-14264 号審決と比べて，「医療用腕環」との類

否を争うのがやや難しいケースであったと思われる。

②　第 12 類「車いす」との類否

一方，上述「カテーテル」は，第 12 類「車いす」

（10D01）との関係では，以下の審決で，非類似と判

断されている。

不服 2002-19440 号

第 10 類「カテーテル，ガイドワイヤー」（10D01）

※第 12 類「車いす並びにその部品及び附属品」

（10D01）

「本願商標の指定商品は，『カテーテル，ガイドワイ

ヤー』であり，患者の体腔の体液をさそい出したり，

管状器官へ薬液を注入したり等，治療のために医師

等が使用する医療器具の一つである。

他方，引用商標の指定商品中の『車いす並びにそ

の部品及び附属品』は，歩行困難な者の移動に用い

られるものであり，介護用品を取り扱う店等におい

て，一般に販売されているものである。

そうとすれば，本願商標の指定商品と引用商標の

指定商品中の『車いす並びにその部品及び附属品』

は，原査定説示のごとく，販売部門，用途，需要者

等を同一にする類似する商品とはいえないものと判

断するのが相当である。」

また同様に，「医療用機械器具」に含まれる商品と

「車いす」との類否が争われ，非類似と判断された審

決例としては，他にも以下の審決が存在している。

不服 2004-14608 号

第 10 類「ステントグラフト」（10D01）※第 12 類

「車いす」（10D01）

「本願商標の指定商品『ステントグラフト』につい

ては，…ステントといわれるバネ状の形状記憶合金

を取り付けた人工血管のことで，人の体内に挿入し，

動脈瘤の部位で血管を広げる治療などに用いるもの

であり，その用途は医療用に限定された極めて特殊

な商品で病院等において使用されるものであり，そ

の取引経路は，医療用機械器具メーカーから直接又

は販売代理店等を通じて病院等へ納品されるもので

ある。これに対して，引用商標の指定商品中の『車

いす』は，その用途が医療用に限定されず，介護施

設，家庭等で使用されるものであり，その取引経路

も車いすメーカーから，直接又は販売代理店等を通

じて，病院，介護施設，家庭等多方面に亘るもので

ある。

そうすると，両商品は，その生産・販売部門，用

途，取引経路等を異にするものであるから，互いに

類似する商品とはいえないと判断するのが相当であ

る。」
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不服 2005-12103 号

第 10 類「医療用酸素濃縮器」（10D01）※第 12 類

「車いす」（10D01）

「本願商標に係る指定商品は，『医療用酸素濃縮器』

であるところ，空気を吸気し，高濃度の酸素を排気

する機械であり，おもに呼吸器疾患などの患者が酸

素を吸入する酸素療法のために使用する医療器具の

一つである。

他方，引用商標の指定商品中『車いす』は，歩行

困難な者の移動に用いられるものであり，介護用品

を取り扱う店等において，一般に販売されるもので

ある。

そうとすれば，本願商標の指定商品と引用商標の

指定商品中『車いす』とは，共通することがあると

しても，『医療用酸素濃縮器』は，呼吸器疾患向け

のみの商品であって，原査定説示のように，用途，

需要者の範囲が一致する類似の商品とはいえないも

のとみるのが相当である。」

上記 3件の審決よりすれば，用途が医療用に限定さ

れた特殊な商品で病院において使用されるものであ

り，また，取引経路が，医療用機械器具メーカーから

直接又は販売代理店等を通じて病院へ納品されるよう

な商品は，「車いす」と非類似の商品と判断される可

能性が十分あり得る。

したがって，「医療用腕環」の類否と同様，病院で

手術用や診断用に使われる大型の機械器具及びその部

品については「車いす」との類否を争う価値が十分に

あるものと考える。

また，「カテーテル」については，「医療用腕環」と

は類似すると判断されたが，「車いす」とは非類似と

判断されている。これは，「医療用腕環」は「カテー

テル」と医療用という用途において共通するものであ

るのに対し，「車いす」はその用途が医療用に限定さ

れていないこと等から生じた相違と思われる。

③　第 10 類「医療用機械器具」に含まれる商品同士

の類否

その他，「医療用機械器具」に含まれる商品同士で

あっても，ともに商品表示を限定しており，その商品

同士で流通経路に競合性が全く存在しない場合には，

非類似と判断され得る（別表参照）。

（3）その他の審決例

不服 2004-07893 号

第 39 類「水路上の船舶等の所在位置に関する情報の

提供」（39C01）※第 39 類「船舶による輸送」

（39C01）

「本願商標に係る指定役務中，第 39 類に属する役務

は，地上の人間・自動車等，海上の船舶等及び空中

の航空機等に対して，GPS（Global Positioning

System ：全地球無線測位システム）などの測位情

報通信網を用いて，その所在位置を確認し，その情

報を提供する役務であり，該役務は，人間その他の

移動体のナビゲーション・車輌の運行管理・測量・

水道等のライフライン管理等の用途に使用されるも

のであることが認められる。

（中略）

これに対し，引用商標に係る指定役務中の『船舶

による輸送』は，『他人の需要に応じ，海洋，沿海，

港湾，河川，湖沼において船舶により旅客又は貨物

の輸送を行う役務』（『商品及び役務区分解説』1996

年 12 月 25 日改訂 3版発行）であり，主として，船

舶運送業者によって提供される役務である。

してみると，『水路上の船舶等の所在位置に関す

る情報の提供』と『船舶による輸送』は，提供する

事業者において大きく異なるばかりでなく，前者の

主たる需要者は，船舶の航行に従事する運送業者や

漁業関係者，あるいは，海上保安庁などの公的機関

等と考えられるのに対し，後者の主たる需要者は，

一般の需要者や商品などの製造・販売業者等と考え

られるから，その需要者においても異なるものとい

わなければならない。

さらに，『水路上の船舶等の所在位置に関する情

報の提供』と『船舶による輸送』は，提供の手段・

目的，提供の用に供する物，提供する事業者を規制

する法律（船舶による輸送は，海上運送法等によっ

て規制されている。）等においても著しい差異を有

するものである。

そうであるならば，本願商標に係る指定役務中の

『水路上の船舶等の所在位置に関する情報の提供』

と引用商標に係る指定役務中の『船舶による輸送』

は，非類似の役務というのが相当である」

「所在位置に関する情報の提供」に関する役務は，

情報の内容が「何」の所在位置に関するものであるか
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によって，類似群コードを異にしている。すなわち，

「『列車』の所在位置に関する情報の提供」については

39A01 が，「『車両』の所在位置に関する情報の提供」

については 39B02 が，「『船舶』の所在位置に関する

情報の提供」については 39C01 が，「『飛行機』の所

在位置に関する情報の提供」については 39D01 が

各々付与されている（なお，「『人』の位置情報の提供」，

「『物』の位置情報の提供」及び「『動物』の位置情報

の提供」については 42Z99 が付与されており，第 45

類に属する役務と取り扱われている）。

上記役務表示のうち，「車両の所在位置に関する情

報の提供」については，『商品・役務審査基準』上の

役務表示「道路情報の提供（39B02）」との関係で，

提供の手段，提供に関連する物品，事業者等が一致す

るものであり，類似群コードに妥当性があると思われ

るが（なお，「車両による輸送」の類似群コードであ

る 39B01 は付与されていない），その他，第 39 類で

認められている「列車」「船舶」「飛行機」の所在位置

に関する情報の提供については，付与されている類似

群コードの妥当性自体に疑問が残るものである。

本件審決は，「水路上の船舶等の所在位置に関する

情報の提供」と「船舶による輸送」の類否のみが争わ

れたものであるが，同じく，「鉄道上の列車等の所在

位置に関する情報の提供」と「鉄道による輸送」との

類否や「空路上の飛行機等の所在位置に関する情報の

提供」と「航空機による輸送」との類否に関しても，

本件審決の射程が及び得るものと考える。

３．おわりに

登録要件としての「商品（役務）の類否」は，現実

の使用を前提としない登録主義下，対比される商標の

周知度，著名度に関わらず，「この範囲では同一又は

類似の商標の登録を認めない」という「境界線」を定

めたものである。商標法が，別途「出所の混同を生ず

る商標（4条 1 項 15 号）」を不登録事由としているこ

とからすれば，これらの登録要件だけを考えた場合，

その境界線は「最低限」のものでも足りる。

しかし，その一方で，「商品（役務）の類否」は，

商標権の権利範囲を画するものでもあるため（37 条 1

号），登録段階において，類似の範囲を狭く設定した

場合には，権利を乱立させる事態を招き，妥当ではな

い。かかる事態は，商標制度を用いて権利を取得し，

安定した商取引を望まんとする商標権者の意思とは一

致しないものであり，且つ又，競業秩序の維持を図り

需用者の利益を保護せんとする商標法の法目的にも悖

るものである。

したがって，権利関係の安定を期するためには，

「商品（役務）の類否」の境界線は，現実に出所の混

同を生ずるか否かを問わず，ある程度の「幅」として

存在させる必要性がある（現実には出所の混同を生じ

得ない範囲がこの「幅」の中に存在することもある程

度はやむを得ないと思われる）。

「類似商品・役務審査基準」の類似群コードは，そ

のような「幅をもった境界線」で類似範囲を画したも

のとして存在しているものであり，その「境界線」は，

性質上むやみに変更されるべきものではないから，今

後においても，これを尊重し，その枠組みを維持すべ

きである。

但し，その境界線が「ある程度の幅」として存在し

ていること（一部においては非類似商品（役務）が含

み得る幅となっていること）は十分考慮すべきであり，

審査段階・審判段階において「商品（役務）の類否」

が争われた場合には，その幅を合理的な範囲に修正す

るような，柔軟な審査・審理が望まれる。

本稿において取り上げた，同一の類似群コードが付

与されていながらも「非類似の商品（役務）」である

と判断された審決例は，この「幅のある境界線」の中

で「商品（役務）の類否」が争われた例であり，境界

線の幅を「合理的な範囲」に修正したものといえよ

う。

注

なお，「役務の類否」に関しては，『審査基準』中

「第 3 第 4 条第 1 項（不登録事由）九，第 4 条第 1 項

第 11 号」の項で，

「9．役務の類否を判断するに際しては，次の基準を

総合的に考慮するものとする。この場合には，原則

として，類似商品・役務審査基準によるものとする。

（イ）提供の手段，目的又は場所が一致するかどう

か

（ロ）提供に関連する物品が一致するかどうか

（ハ）需用者の範囲が一致するかどうか

（ニ）業種が同じかどうか

（ホ）当該役務に関する業務や事業者を規制する法

（ 1）
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律が同じかどうか

（ヘ）同一の事業者が提供するものであるかどうか」

と定められており，同じく，「商品と役務の類否」に関

しては，

「10．商品と役務の類否を判断するに際しては，例え

ば，次の基準を総合的に考慮した上で，個別具体的

に判断するものとする。ただし，類似商品・役務審

査基準に掲載される商品と役務については，原則と

して，同基準によるものとする。

（イ）商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者

によって行われているのが一般的であるかど

うか

（ロ）商品と役務の用途が一致するかどうか

（ハ）商品の販売場所と役務の提供場所が一致する

かどうか

（ニ）需用者の範囲が一致するかどうか」

と定められている。

この点は，『類似商品・役務審査基準』においても，

「本審査基準の運用について」の項で，「本審査基準は

全審査官の統一的基準ですが，具体的，個別的に商品

又は役務の類否を審査する際において，あるいは商取

引，経済界等の実情の推移から，本基準で『類似』と

推定したものでも『非類似』と認められる場合又はそ

の逆の場合もあり得ます。」と確認的に記載されている。

工藤莞司著「実例で見る商標審査基準の解説（第 5

版）」においても，「『類似商品・役務審査基準』は，内

部的な取扱いではあるが，取引きの実情に基づいて行

政庁が定めたものであり，長い間同基準に基づく運用

がなされて出願人側からもそれなりに尊重されている

ので，単なる主張のみでは，同基準と異なる判断を受

けることは，難しいであろう。」と記載されている

（292 頁）。

『区分解説』によれば，「関連商品とは，解説すべき

商品と関連の深い商品で，他に属する商品」とされて

いる。

『区分解説』によれば，「アーモンドペースト」の関

連商品としては，「チョコレートスプレッド　ピーナッ

ツバター　ひき割りアーモンド…等の加工野菜及び加

工果実（第 29 類），コプラ（第 31 類）」が挙げられて

（ 5）

（ 4）

（ 3）

（ 2）

おり（149 頁），一方，「飲料用野菜ジュース」の関連商

品としては，「調理用野菜ジュース（第 29 類），オレン

ジジュース　トマトジュース…等の果実飲料（第 32

類）」が挙げられている（156 頁）。

「PEACOCK事件」（最判昭 39.6.16，昭和 37 年（オ）

第 955 号）においては，「商標の類否決定の一要素とし

ての指定商品の類否を判定するにあたっては，所論の

ごとく商品の品質，形状，用途が同一であるかどうか

を基準とするだけではなく，さらに，その用途におい

て密接な関連を有するかどうかとか，同一の店舗で販

売されるのが通常であるかどうかというような取引の

実情をも考慮するべきことは，むしろ，当然であ（る）」

と判示されており，販売部門の一致について「同一の

店舗」で取り扱われているか否かで判断している。

工藤莞司著「実例で見る商標審査基準の解説（第 5

版）」において，「（イ）の生産部門，（ロ）の販売部門

では，近時の大企業や商社，スーパーマーケットなど

を想定していない。我が国の一般的，平均的な企業等

の取扱者であって，むしろ，スーパーマーケットやデ

パートでは同一売り場で取り扱われているか否かであ

ろう。」と記載されている（290 頁）。

なお，工藤莞司著「実例で見る商標審査基準の解説

（第 5 版）」においても，「用途は，石鹸，歯磨き，化粧

品はいずれも身体を奇麗にするためのもので用途が一

致しているともみられるが，石鹸は人体を洗うもの，

歯磨きは歯を磨くもの，化粧品は顔等を化粧するもの，

また，たばこと喫煙用具は広い用途では一致しようが

喫煙用具は喫煙のための道具のように，ここでの用途

は狭い意味のものと思われる。」と記載されているが

（290 頁），本審決の用途は，この記載でいう「狭い意味

のもの」よりも，更に狭い意味で判断されているよう

に思われる。

「医療用機械器具」に含まれる商品としては，商標

法施行規則別表において，「（一）診断用機械器具，（二）

手術用機械器具，（三）治療用機械器具，（四）病院用

機械器具，（五）歯科用機械器具，（六）獣医科用機械

器具，（七）医療用の補助器具及び矯正器具，（八）医

療用X線装置」が挙げられている。

（原稿受領 2007.3.2）

（ 9）

（ 8）

（ 7）

（ 6）

商品・役務の類否

パテント 2007 － 68 － Vol. 60 No. 4



商品・役務の類否

Vol. 60 No. 4 － 69 － パテント 2007

表
1
商
品
の
類
否
が
争
わ
れ
，
類
似
群
コ
ー
ド
に
よ
る
推
定
を
覆
し
た
最
近
の
審
決
例



商品・役務の類否

パテント 2007 － 70 － Vol. 60 No. 4



商品・役務の類否

Vol. 60 No. 4 － 71 － パテント 2007



商品・役務の類否

パテント 2007 － 72 － Vol. 60 No. 4



商品・役務の類否

Vol. 60 No. 4 － 73 － パテント 2007



商品・役務の類否

パテント 2007 － 74 － Vol. 60 No. 4

表
2
役
務
の
類
否
が
争
わ
れ
，
類
似
群
コ
ー
ド
に
よ
る
推
定
を
覆
し
た
最
近
の
審
決
例



商品・役務の類否

Vol. 60 No. 4 － 75 － パテント 2007

※
上
記
表
中
，「
○
」
印
は
，
審
査
基
準
上
の
類
否
判
断
の
要
素
の
う
ち
，
当
該
審
決
に
お
い
て
「
一
致
す
る
」
と
判
断
さ
れ
た
要
素
で
あ
り
，
ま
た
，「
×
」
印
は
，「
一
致
し
な
い
」
と
判
断
さ
れ
た
も
の
を
表
す
。

表
3
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に
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商
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と
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務
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れ
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れ
た
審
決
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